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原則、道路の通行止め等がない限りは通常どおり収集します。
※ただし、大雨や暴風の影響により、収集時間が平常時より大幅に遅れ
ることがありますので、ご了承ください。

コロナウイルスに関連してのごみの排出について

マスク等の排出方法

ごみ箱にごみ袋をかぶせ、いっぱいにならないようにしましょう！

◆ごみは、いっぱいになる前に、早めに出しましょう。

STEP

１

ごみに直接触れることのないよう、しっかり縛って出しましょう！
◆ごみ袋を縛るときは、ごみ袋の外側にごみが触れないように、
また手で直接ごみを触ってしまわないように気を付けましょう。

◆空気を抜いてしっかり縛って出しましょう。
◆袋が破れている場合は、ごみ袋を二重にしてください。

STEP

２

ごみを捨てたあとは、しっかり手を洗いましょう！
◆石けんを使って、流水で手をよく洗いましょう。

STEP

３

古布（衣服やタオルなど）の排出抑制にご協力を

世界での新型コロナウイルスの感染拡大を受け、資源物として回収した
古布の輸出先である各国が輸入を制限しています。このため、国内の古布
のリユース・リサイクル事業が滞る状況が発生しています。
当面の間、古布の排出を控えていただき、ご家庭で保管していただきま
すようご協力をお願いいたします。

ご家庭でのマスク等の捨て方について、感染症の拡大防止のため、次の点にご注意ください。
また、コロナウイルスの感染拡大の影響により、古布の排出抑制にもご協力をお願いします！

お知らせ

強風時のごみ出しは転倒の危険性がありますので、ご注意ください。
また、出したごみ・資源物が飛散するおそれがある場合は、次回の収集日に出していただきますようお願いします。

（ごみ・資源物が飛散すると、交通事故を誘発することがあります。）

紹 介

適正に排出していただくことで、ご家族だけでなく、皆さまが出したごみを扱う市の職員や廃棄
物処理業者の方にとっても効果的な感染対策になります。ご協力をお願いします。



令和元年度のごみ減量の実績は、基準年度の平成26年

度に対して家庭系ごみが3.85％減り、事業系ごみが

5.32％減りました。過去５年間の経過を見ると、年々

減少傾向にありますが、家庭系ごみは昨年度から、事

業系ごみは平成30年度から増加に転じています。一方

で資源化物の量は、令和元年度の資源化物の量は基準

年度の平成26年度に対して2,208トン減っています。

10％増加（令和７年度までの目標数値）を

達成するためには、今後さらなる積極的な

施策の展開が必要となりますので、引き続

き皆さまのご協力をお願いします！

減量計画の基準年度(平成26年度)から昨年度までと、目標年度(令和７年度)それぞれの
ごみと資源化物の量を整理すると、下のグラフのようになります。
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資源化物の量 単位：t/年
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※H30年度は災害ごみを除く
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報 告

案 内

（注１）人数に制限があるため、推進員さんを優先的に受付させていただきます。
（注２）推進員さん以外の方も参加いただけますが、申込は推進員の方に限ります。
（注３）申込時はお名前、ご住所、連絡先、自治会名などをお尋ねします。
（注４）新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、参加される場合はマスクの着用や事前の検温

等の対応をお願いします。

日 時：令和２年８月21日（金） 午後２時～

場 所：茨木市福祉文化会館 303号室

申込受付：事前申込必要

申込方法：令和２年７月16日以降の平日の午前８時45分～午後５時15分に

資源循環課 072-620-1814 までお電話ください。

「捨てない片付け」って何！？～明日から始めるリユース生活～

講師：吉本 とも子さん（リユースオーガナイザー / 一般社団法人日本ライフオーガナイザー協会理事）

内容： 『片付け』は捨てることだと思っていませんか？不要な物を「捨てずに片づける」ことは、物を循環
させ、環境にもお財布にも優しい方法です。本講義では、その方法をリユースの知識も交えながらお話
いただきます。

※H30年度は災害ごみを除く


